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1 .「活性化」をめぐって（問題意識）

「『港湾活性化と都市再開発』への基本的考察」という ，乙の小誌の前

提に少し考えておかねばならないことがある。一つには「活性化Jという言

葉の「意味内容」についてである。 近年，都市や港の学術的分野においても，

例えば，英語をそのままカナ字にする言葉が，新聞，雑誌をはじめ，行政面

で用いられると同じような傾向になった。また他面では，国際化，情報化，

成熟化，あるいは，乙乙で用いた「活性化」という言葉もそれとある共通点

を有している。それら，以上の各言葉は，それなりの時代的要請を背景にし，

時代的感覚を端的に表現するだけに，対策もしくは政策的に一応の納得を与

えるような「ひびきJを有している。

しかし， 注意すべきは，それらが一般社会の新聞・雑誌等の世界での情報

とちがって，行政上や，とくに学問もしくは学術的な用語として用いる場合

においてである。例えば，主として自然科学一般，理・工学の発展によって

つくられた生産物で，その物自体を示すもの，もしくは，ほぼ物自体の説明

で言葉の内容が完結しやすい用語の場合は乙の限りではない。つまり，用語
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のもつ「意味関連」 (Sinn Zusammenhang）が，人間の価値観，人間関係

（社会），経済的利害，もしくは経済 ・社会の体制ゃあり方と関連する等，

その事柄以外lζ影響を与えるような用語については（乙の場合、とくに学問

もしくは学術的な意味においては）かなりの在意を必要とする。当然の乙と

ではあるが，学聞は何よりも原理的なものへの追求を本旨としている面から

も，少なくも用語自体には，それなりの客観的な概念規定が必要である。乙

の乙とは，単に用語の概念規定の問題にとどまらず，特定の学問領域におけ

る「方法論」と関連する（1）。

近年における以上のような新しい用語の導入は，新しい社会的現象への対

応である。また「方法論」についても，周知のように，現代のめざましい科

学・技術の発達を背景lとして，専問分野の細分化と総合性が問われている。

例えば「学際性」 (Interdisciplinary）は，新しい社会的現象への対応や

問題解決に際して，伝統的な方法論を脱した「異種専門間協業JIC:根ざした

新しい方法論の形成が重要視される。 したがって以上の乙のから句用語と方

法論についての弾力化が必要であるが 乙の節の初めに述べた問題は，必ず

しも以上の点をふまえたものとも思えない。したがって，新しい用語の概念

があいまいになり易く，方法論の面でも学的性格も乏しくなり易い（2）。

以上の意味から， 「活性化」及び「港湾の活性化Jをどのように概念、規定

をするかが乙の小誌の最初の課題ともなる。もともと， 「活性化」なる用語

は， 「都市の活性化」， 「地域の活性化Jもしくは「企業の活性化」 等，

1980年代における国際経済の動向を背景とするわが国経済 ・社会における資

本の効率性を目指しながらも，伝統的な意味での「合理化J理念のみでなく，

都市や地域の場合にあっては，市民や住民の生活や福祉といった社会的諸条

件の向上，民間諸力の活用といった総合的な意味をふくむものと考えられる。

一面においては，政府や自治体の行財政の限界と，戦後40年lとしてようやく

ある程度の「市民社会」化と経済的ゆたかさが背景となった時代的要請語で

あり，かっ時代的，政策的意味を広範な階層に対して比較的抵抗を感じさせ

ない「ひびきjを有する。それには 「経済成長期」における「開発J理念

が多くの場合，物的条件の整備や，それにともなう「公害」問題をはじめと
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するさまざまな社会問題を発生せしめたという「経験」がある。そ うした

「経験」をふまえて，さきに述べたように「市民や住民の生活や福祉の向上

といった社会的条件の向上J，換言すれば．少なくも「活性化」という用語

の基盤にはそうした「人聞を生かす」という線源的な意味がなければならな

し、（3）。

以上は「活性化」をめぐる「意味関連Jであるが。それは明確な定義では

なく， ζ乙での場合、筆者の問題意識であり，少なくもそのような概念とし

て理解する乙とを述べたにとどまる。したがってとの乙とが港湾の場合につ

いてどのような乙とが考えられるのか ，そして その乙とが「都市再開発」

とどのような関係をもつのか，さらには，それらの ζとがどのように方法論

との関連性をもつのか等について 基本的な側面にかぎって考察してみたい

と思う。

注（1）学問の一般化Kとって．わかり易い用語や表現方法を考える乙とは必要である

が（乙乙での場合）．部門政策的．実践的．応用的な面を含む社会科学の分野

においては．ともすると．科学としての本質である客観的な認識.M.Weber 

における「価値からの解放J.論慢性と実証性等の問題があいまいになり易い

場合がある。 一方では本文にも述べた「学際性Jの問題が問われるが．社会科

学と自然科学のもつ方法論的差位もあいまいになり易い場合もある。 CH. 

Rickert;K ulturwissenschaft und N aturwissenschaft.佐竹哲雄訳 『文化

科学と自然科学』 1922.拙著『港湾総論』 第7部各章参照）

(2) 向上

(3）詳細については拙著「 『港湾政策』の形成と課題」 （丘書房.1985）第 l部

「『人間の問題』と港湾の政策的基礎」各章のご参照を乞う。

2 .港湾における「活性化」と都市の問題

前節においては主として「活性化」をめぐる問題意識（ある程度の概念規

定をふくめて）， について述べた。問題はそれが港湾の分野においてどのよ
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うに考えうるであろうかという乙とである。

周知のように．第二次大戦後のわが国において句港湾機能がもっとも問題

視され，港湾対策が活己にうたれた特徴的な時期は「経済成長期」において

であった。つまり，昭和30年代中頃より発生した「船ごみ」問題を契機le,

昭和36年を初年度とする「港湾整備5カ年計画」 （第 l次）の実施．昭和39

年における「3・3答申JKもとづく諸対策の実施，コンテナリゼーション

への対応．埋立と臨海工業の展開，工業港機能の増大，地域開発問題等々 ，

いずれも港湾機能を「て乙」とする諸問題が全社会的な注目をあびるように

なった。それらはいずれも，当時の急激な工業生産力の増大と海外市場の深

化と拡大を期する経済政策にとって港湾機能の充実が欠くべからざる要因で

ある乙とが強く認識されたととを示した。わが国の近代工業の主要立地は港

湾機能と直結し，主要原材料と製品の海外依存度がきわめて高く，さらに可

住地域の殆んどが臨海部であるといった諸条件が相乗効果となって，高度な

生産と流通を可能にせしめた。いわば港湾機能は，正にそうした国民経済の

高度な発達にとっての中核的位置を占めるために おどろくべき規模の拡大

と原料輸入・製品輸出における高能率な流通過程の「合理化」の成果を示し

7こ（1）。

港湾機能の流通過程lζ占める役割は，その後のオイノレ・ショック以降にお

いても変るものではなく．流通費の削減が海外市場の拡大と深化にとっては，

むしろ資本主義経済の構造性をよりあらわに受けとめるようになった。そと

では，港湾が物的流通拠点、として，協同一貫輸送 Clntermodaltransport-

ation）や総合交通体系の一環κ組み乙まれると共lζ港湾機能の物理的諸条

件の整備と共lζ ，さきに示した「3・3答申Jの対策効果が港湾の制度的諸

問題（労働力の確保・需給調節，港湾運送業の集約化・機械化，港湾管理運

営の効率化等）をも大幅に変革せしめるにいたった問。

ζうした昭和30年代後半以降の「港湾問題」の発生と相次ぐ諸対策によっ

て経済成長期以降，港湾は大きな変ぼうをとげた。とりわけ，ふ頭（けい船

岸壁） ，上屋，倉庫，荷さはき地等をはじめ港湾施設の整備は著しく，とく

にコンテナ輸送のための諸施設，荷役の機械化や，コンピユーター導入等，



「港湾活性化と都市再開発Jへの基本的考察 89 

港湾機能Kおける物理的諸条件は長足の進歩をなした。乙れと共iと海・陸輸

送の両面lとおいても，船舶の大型化 ・専用化・自動化・高速化をはじめ，道

路網の整備と陸上輸送機関の進展も大きし、。したがって激増してきた入港船

舶と港湾貨物取扱量への対応はきわめて高能率な成果を示すにいたった。

しかしながら，以上に述べたような高度比して，急激な経済発展や海陸輸

送と港湾の変ぼうは都市との関係でさまざまな問題点をも発生させた。もと

もと都市と港湾は一体的な関係にある。世界史的な視野においても，文化の

発祥は水上交通による交流がもたらしたものであり，その文化を具象化させ

たものが，他ならぬ都市であった。その乙とは古代・中世・近代を通じて言

えるととであるが，陸上交通，航空交通による交流が都市形成lζ重要な関係

を与える乙とをもふくめて，交通用役の効果が文化的要因となって都市形成

に直接かかわり合いをもつのは，交通そのものよりも海港・空港・宿駅等の

ターミナノレ（terminal)とその周辺地域でもある。とりわけ水上交通（水運・

海運）による海港（水港）が，以上の意味からも，また，現代においても大

量にして廉価な水運 ・海運の特色が経済社会iζ大きな役割を有するととに変

りなし、かぎり，海港（水港）としての港湾が都市と一体的である乙とも変り

ない。歴史的な意味での「港町Jや機能的な意味での「港湾都市Jは，現代

世界各国における都市lζ大きな比重を占めている。とくにわが国においては，

人口10万人の内陸中小都市をふくめても，全都市の市民の約70%は港湾都市

の市民であるという事実は，わが国経済の自然的・社会的諸条件からもうな

づける（3）。

さて，問題は以上に述べた事柄から，次のように若干の整理を試みる乙と

ができる。一つには，わが国において， 「経済成長期Jにおける「港湾問題J

が全社会的な注目をあび，もろもろの諸対策によって大きな変革を遂げると

共K，国民経済 ・社会にきわめて重要な貢献を果してきた乙と。二つκは，

そうした港湾は元来，都市と一体的なものであり，港湾は都市空間の重要部

分であり ，また港湾機能は都市機能をぬきに して考えられないとと。三つに

は，とくにわが国にあっては，経済の自然、的・社会的条件より，港湾都市

に占める市民の比重がきわめて高い乙と，等である。とれらのととから，港
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湾の「活性化」 について少し考えでおく必要がある。

l節において，社会科学の分野で，新しい用語を用うるには，それなりの

注意をもった概念規定が必要であり，それが方法論とも関連するととを述べ

た。それではそ乙lζおいて「活性化」の概念規定が明確になされたかと言え

ば，必ずしもそうではないが，ある程度の概念と問題意識におよんだ。それ

によると， 1980年代の経済 ・社会的状況を背景にして「活性化」は単に資本

の「合理化」にとどまらず，都市や地域にかかわる人間や市民の生活・福祉・

活動等の条件が組み乙まれているとした。とりわけ人間とその生活が活力を

もちうるような，あるいは，近代的な「市民社会」の要因が成熟すべき意味

がふくまれているとした。乙うした受けとり方は 明らかに筆者の歴史観か

らくる「近代化Jの意義や近代的「市民社会」にふさわしい人間と人間の関

係のあり方をふくめた理解のし方と 理念的概念付けがふくまれているかも

知れないと恩われる面がある。

いずれにしても，そのような考え方を港湾と都市lζ適用した場合，どのよ

うな乙とが考えられるであろうか。乙の節の前半でみた「経済成長期Jにお

ける「港湾問題」とそれへの諸対策は未曽有の問題でもあり，港湾機能の重

要性がもっとも問われ，めざましい経済効果を港湾機能が遂げた。すでにふ

れたように，当時の港湾対策も経済政策の一分野を担うものであり，国民経

済の再生産過程の中iζ，し、かに港湾機能を合理的に再編成させるかに政策的

焦点があった。さらlζ当時の港湾研究の方法論的傾向も，そうした状況を客

観視する乙となく，さらに社会科学的手法の本質をも知る乙となく，技術的

な側面のみを論理化していた点も反省の材料となる。端的に言って，港湾が

物的流通拠点、として，結果的に特定資本や特定の立場の利潤や主張をそのま

ま学問的立場から行っていた点も港湾研究の方法論的未熟さとつらなるもの

があった。以上の諸問題は いわば港湾機能の合理性のみが重要視されてお

り，したがって，港湾の物理的諸条件がすぐれて発展し，港湾の制度的変革

も港湾への「合理化」が先行するきらいがあった。乙う した一連の諸問題が，

公害問題の基擦ともなり 「都市問題」の発生とも関連した。

以上の諸問題は，港湾機能を利用する側からの課題であり，活殺な対策や，
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巨大な資本投資が埋立 ・港湾造成 ・臨海部整備にむけられ， 一見きわめて

「活性化」された時代であったかのような錯覚をもつであろうが，もちろん

乙乙ではそれを「活性化」とは呼ばない。それは港湾機能の「合理化Jであっ

て港湾の全体制を問題にしてはし、なかったからである。

また， 「都市問題Jの発生も，すでに述べたように，港湾都市における都

市と港湾は本来一体的なものであり，またその両者の中間項に人間としての

市民と彼等の生活のある乙とが軽視されていたがためと言えよう。 ζのとと

は港湾機能が国民経済の再生産過程において「合理化Jが何よりも要請され

た結果， 「機能Jが重要視されながらも，港湾全体における社会的，制度的

な「近代化」が立ちおくれ，港湾が人聞によって構成され，都市や市民生活

と密接な関係にある乙とを見落していた乙とと共通する。以上の諸問題は，

もともと明治以降，わが国の資本主義発展の過程に内在されていた問題であ

り，欧米のそれと比較して特殊な性格を有し，それ放に他国もおどろくほど

の経済発展が可能であった乙とにもなる。

人間と「人間の生活Jを港湾と都市の基盤lζおいて考える乙とが，ある意

味では「合理化」の基盤としての 「近代化」とつらなるのであろうし，乙

乙でいう「活性化」概念の基本的理念ともなるのであろう（4）。

1980年代は， 「経済成長期」の経験をふまえて，いわば港湾と都市，なら

びに両者の関連性，その中間項としての人間，市民生活，近代的「市民社会」

の成熟化を要請しているようにも思われる。問題はそのような土台の上にお

いて乙そ，はじめて港湾の「活性化」がみられるものであるとする。

注（1）拙著「港湾論J（海文堂.1971.再版）第l. 2章参照。

(2）拙著「港湾総論」 （成山堂，1975.改訂版）第 2部各章参照。

(3）拙著「都市と港一港湾都市研究序説一」 （同文館.1981. 3版）序章参照。

(4）あらためて付言をする必要がなし、かも知れないが，乙乙では「合型化」 rahー

onalization）と「近代化」 (modernization）の理念とを峻別している。

（拙著『港湾総論』前出3章）。その両者は密接な相互関係を有するが目乙の

両者の性格の特質を充分認識した上での政策がのぞましい。 「体制的な側面で
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の『近代化』が『合理化』過程とならんで順当に行なわれなし、かぎり．近代的

市民社会の未成熟なわが国の社会Kあっては．全体とか総合といった言葉の中．．．． ．． ．．．．．．．． ．．． 
で偲が埋没され易い傾向をもち易いJ（拙著「『港湾政策』の形成と課題J前

出 P.90)

3 .「港湾活性化と都市再開発」の基本的条件

以上の l節においては， 「活性化Jの概念をめぐり，若干の見解を述べる

と共に，学聞における方法論との関連性を考えてみた。 2節では‘ 「経済成

長期」における「港湾問題Jとその内容を概略的にとりあげ， ζれと「都市

問題Jとの関連性を考え，わが国における港湾と都市において，とり残され

てきた基本的な問題の中に乙そ「活性化」の理念があるのではなし、かとした。

あえて「活性化」をそのようlζ理解するのは，それが，かつての「合理化」

という経済的合理性の枠を乙え人間と「人間の生活Jをふくめた「近代化」

の理念を基にする文化論的な（人間社会の合目的性をふくむ）概念が必須と

思うからである。凡そ，一国の発展の源泉は，単l乙物質的な富のみに依存す

るものではなく，良き国民性iζ依存すると乙ろが大きい。しかもとの場合の

一国の発展は， 国家そのものが各都市や地域，さらには「個人」としての市

民と 「市民社会」の成熟化，人間と精神の高級化といった要因を貴重なもの

とする総合的な文化概念lとうらづけられていなければならない（1)。

さらに「活性化Jを以上のように考えると， 「経済成長期」ならびにそれ

以降のわが国の港湾と都市の両面には「活性化」が現象的に一つの錯覚とし

て見えたかのよえであったが，本質的iζは今後の課題であるといえよう。乙

乙での場合，その今後の課題をとりあえず， 「港湾活性化と都市再開発JIC 

対する基本的な諸条件を，紙幅の都合上できるだけ要点lζかぎって考えてみ

る乙ととする。 l節で述べた「届性化」の問題意識を集約すれば「人聞を生

かすJととであり，人間と社会にそれなりの活力を生ぜしめる乙とである。

原理的に，乙の問題は人間の人生観や世界観等，価値観にかかわる乙とであ

り，アダム・スミス（AdamSmith）や，それ以降の古展派経済学が問題と
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した人間の「利己心」 (self-interest）と， 「正義の法則J C Justice 

of Law）にもとづく「経済的自由」と「市民的自由」が，いわば古典的な

「活性化」として見事な自由主義経済の 「離陸Jと「発展Jをうながした。

問題は「経済的自由」と「市民的自由Jの背景にある人聞の「個の自覚」と

「個と平等Jによる個人主義的近代社会の論理が「活性化Jの原点にあると

いう乙とである（2）。

明治以降のわが国資本主義の発展過程が， いかに目覚しく，さらに 「経済

成長期」における港湾機能が重要な役割を果したとしても，そうした人間K

おける論理や「活性化Jの「原点Jは未熟であった。 2節で述べた港湾と都

市の問題点や諸対策は，そうした未熟な論理や「原点Jを基盤lζ展開された。

とりわけ港湾の世界においては，それ故iζ伝統的なビュロクラシlζよる体制

が功を奏して高度な経済発展を可能にした。しかし，乙の乙とが，乙乙で考

える本来の「活性化」を意味するものでない乙とは，その言を待つ必要もな

い。また，都市との関係においても「都市と港にかかわる系譜は，……中央

集権的国家機能に根ざす富国強兵策iζ導かれ，都市機能と港済機能の形成過

程で地域性や市民性が置き忘れられ，したがって両者の関係がかえりみられ

ない傾向にあった。両者の機能は現実の経済・社会的活動上『ヨコ』の関係

が不可分なものであるが，その関係は多くの場合『タテ』割，多元的行政が

遂行されてきた。乙の辺の事情が，本質的にわが国における『市民社会』の

未熟さを背景としながら，港と都市の有機的関連性を不毛なものとし，港湾

機能の地域経済・社会への貢献度よりも国家主義的な国民経済の鉱大再生産

lζ重要な役割を担ってきた乙とを示す。したがって港湾機能と都市機能の一

体化，有機的関連性をもっ『港湾都市』の概念も形成しうる基盤を失ってき
(3) 

たともいえる。J

上記の港湾と都市にかかわる系譜は，と くに第二次世界大戦までのものを

示すとはし、え，大戦後においても残された課題である。 「活性化」の理念が

「個の自覚」を背景にしているという乙とは，一方において「個の責任」を

問うている乙とである。その意味では，わが国における港湾と都市の系譜に

は，白からの主体性もなく，責任の所在もなかった。乙の乙とが今後の「港
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湾活性化と都市再開発Jにとって，基本的な課題ともなるであろう。また一

面では，とりわけ港湾の世界に伝統的な「タテ」割，多元的な行政の体系を

「活性化Jの理念との対応でどのように 「近代化Jしてゆくかが大きな問題

でもあろう。

と乙ろで，近年における港湾や都市の再開発問題の中で，一般的lζ港湾の

再開発が都市活性化にどう影響を与えるか，という問題意識があっても，乙

乙でのテーマが示すような都市再開発がどのように港湾を活性化させるか，

という問題意識はあまり見受けられなかった。港湾と都市の関係はいずれに

しても密接な相互関係を有するために，都市の活性化が港湾の活性化iζ無関

係ではありえない。しかしながら，以上に述べたように港湾と都市とを一体

化して考える場合，港湾の活性化K貢献しうる都市再開発のあり方について

考えてみる。しかし，くりかえすならば， 2節で述べたように，港湾の活性

化は， 「経済成長期Jにみられた「港湾問題」や一連の活発な諸対策に関係

があるにしても，港湾機能の「合理化」にとどまらず，港湾全体の総合的な

人聞をふくめてのものである。それは少なくも港湾の物理的条件の整備のみ

ならず，港湾の経済 ・社会lζ，経済的自由と市民的自由の二本柱をどの程度

確立しうるかという乙とにもなる。明治以降，周知のようにわが国にあって

は，欧米と異なり港湾の軍事的・政治的役割が重視されると共に，国家的重

要度が強かった。また，法制面 ζおいても個人主義的な英米法よりも，全体

主義的な大陸法を基盤とする体系が前提にあった。乙れらが，昭和25年にお

る 「港湾法」の成立が，〔当時のアメリカ占領下において，アメリカのポー

ト・オーソリテイ（PortAuthority）による都市を主体とする自治的な港

湾経営の理念を導入しでも〕現実的にそぐわぬ多くの断層を生ずる結果とも

fJ.っfこ（4）。

しかしながら，その後の30数年間における港湾と都市の変ほ、うは大きく，

民間資本や市民意識の変革も見るべきものがある。したがって，今後の港湾

活性化にとって，一面においては伝統的な「港湾管理・運営」を充分尊重し

ながらも， 「港湾法」の基本的理念でもあった「港湾経営J化を真険に考え，

る必要がある。乙の乙とは，単lζ港湾管理・運営の改善ではなく，港湾産業，
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港湾労働力をはじめ港湾都市の核でもある港湾の活動K，経済的自由と市民

的自由をもたらし，経済性と契約性にもとづく人間個人の活力を生み出す要

因ともなるからである。もちろん，乙う した発想は欧米先進諸国の歴史的事

情をふまえながらも，理念的な要因が先行しているので，一つの方向性を示

すものの，政策実践的には，なお多くの論義と時間的経過が必要である。

さらに，都市再開発の問題は，都市tζ限らず「再開発」の意味を充分考え

る必要がある。あらためて論及するまでもなく， 「開発J (development) 

とは物的条件の整備や開発のみを意味するものではない。さらに開発の目的

は開発対象によって異なるとはし、え，帰すると ζろは「人聞の福祉」にある。

乙うした開発が「再開発Jを行うというととは，都市の場合，開発されたも

のが何らかの理由によって，その意義を失うか，問題点が生じた時i乙行なわ

れる。その際，再開発の理由の中には，それ以前の系譜そのものがある場合

がある。すなわち，すでに述べたような明治以降の「港湾と都市の系譜Jそ

れ自体に示されるように，埋立，港湾造成，臨海工業の形成等が，わが国の

都市の多くに（も しくは地域開発において）見られたものの，それらの一般

的開発の意味は， 2節で述べたように経済的合理性の追求が支配的であった。

公害問題や都市問題の経験や反省に立って，近年の港湾と都市にかかわる開

発問題lζは，都市や市民生活を重要視した「港湾整備政策Jが「21世紀への

港湾」（5），と題してとりあげられ，運輸省はそれをふまえて 「第7次港湾整備

5か年計画」の策定を考えている。その主な項目としては，第I部基本的目

標（21世紀への港湾整備のシナ リオ，総合的な港湾空間の創造，港湾の体系

的配置，明日を担う海洋空間の開発・ 利用の推進， 21世紀への港湾整備への

パラダイム，）第2部目標達成のための主要な施策（高度な物流空間を形成

する主要な施策，高質な産業空間を形成するための主要な施策，豊かな生活

空間を形成するための主要な施策）等である。以上は，単に項目の列挙にす

ぎいが内容的には，かなり広範囲な諸問題を，時代的な問題意識を先取りし

た整備案として高く評価しうる。とくにその第 1部基本的目標の中では，

「経済成長期」での諸問題をふまえて「人，物が集まり多様な活動が高度に

営まれる総合的な港湾空間の創造をめざす乙ととする」 とし， 第2部におい
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ては， 「豊かな生活空間を形成するための主要な施策」として， 「21世紀K

向けて，成熟化社会にふさわしい文化活動，落ち着きと潤い，自然との触れ

合い等が確保される。」（6）として，港湾アメニテイの向上，港湾緑化事業，

イベント空間の形成，歴史環境空間の形成，地域親水空間の形成，地域生活

空間の形成等々をあげている。 ζうした構想は過去において部分的にとりあ

げられた乙とがあったとしても，乙う した体系的な形での総合化した整備構

想が打ち出されたζとは，時代的要請を背後にふくめたとしても今後大いに

期待されるものと恩われる。

以上の一例lとみられる整備構想（部分的にしかとりあげ得なかったが）は

全体的にみると，それは直接的な港湾機能のための物的条件の整備というよ

り，港湾機能をとりまく環境的，もしくは臨港部の都市開発もしくは都市再

開発的な要素が多い。その他，別の計画においても，港湾整備計画には，人

間一魅力ある職場及び人々が住まい憩う空間の整備，機能一一港湾と都市の

相互補完機能の充実，環境一一港湾と都市のアメニテイの向上） 等がとりあ

げられている。それらの構想が計画として実施される段階は， 当然に都市再

開発という形をとるわけであり （政策も しくは行政部局の主体の如何を問わ

ず），それが，港湾行政側からの構想としてとりあげられた乙とはきわめて

有意義であると思われる。乙うした構想を，再開発としてとらえた場合，そ

れは正に新しい発想であり それ以前の開発，もしくは自然発生的な都市形

成の中では（とくに明治以降の港湾と都市の形成においては）忘れられてい

た要因でもある。また，各々の港湾都市においても，緑化，親水性，市民と

の交流を求めうる港湾環境の整備や，臨海部の再開発が進められつつある乙

とは，経済発展を遂げた段階における時代的要請にもよるものであり，さら

にとうした条件整備が次の世代の港湾機能本来の整備にとっても必要条件と

なりつつあるととを示している。

したがって， 以上の諸例に示した都市との関連における構想、や都市再開発

は，港湾活性化にとって大きな条件である乙とに変りない。正に，以上の構

想は単lζ経済的合理性の追求や，港湾構能の「合理化Jからすれば，きわめ

て幅広い人間・生活・環境等の諸問題をふくんでおり，港湾をして都市空間
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として「近代化Jしうる条件を多くふく んでいる。そのような意味から，都

市の再開発が港湾の活性化lζ多角的な面で貢献しうるものとして重ねて評価

しうる。ただ，最後に残された課題としての問題提記が許されるならば，以

上K示した構想、や整備の大要は，広い角度から見れば，やはり港湾と都市の

物的条件の整備にふくめられる。部分的に今後の流通革新や産業構造の変化

に対する諸制度の変革が含められているとしても，以上の各節で指摘してき

た港湾経済・社会の構造的性格を「近代化Jしうるための諸条件は別の角度

から考える余地がある。乙の乙とは，乙の節の初めに自由主義経済における

「個の自覚Jや「個の責任」を問い，欧米との対比をあげながら 「活性化J

の理念を述べる乙とと重要な関係がある。問題は時代的要請に応えた対策に

よって，物的条件の量的変革が，やがて質的変革になる可能性があるが，し

かし， 「活性化」の理念をより明確にしつつ，人間と制度を「近代化」しう

る作業が，物的条件の整備とならんで進められるととがのぞましい。

注（1) 「21世紀IL向って．人聞が都市という空間を求めるとすれば，そ乙lζ住むひと

りびとりの個性が，どれだけ自由に発揮できるかという体制と空間をつくる乙

とであるJ （磯村英一著『都市と人間』大明堂， 1975.P. 7 ）ζの命題は都

市空間の中の港湾においても同線である。

また.L. Mumfordは，都市における有意義な改革は「芸術や思想、を都市の

中心的な人間的関心に適用する乙とによってのみ達成されるのであり，万有を

包容する字宙的． 生態的過程にいきいきと献身するととによってのみ達成され

るのである。われわれは．長らく閑却されてきた，慈、母のような生を育む諸機

能，自律的活動，共同生活的団体を都市K.取戻さなければならなし、。なぜなら．

都市は愛情の機関でなければならないし，都市の最良の営みは人間の愛護と育

成なのだから。」 (Lewis Mumford ; The City in History.1961.New 

York.生田勉訳『歴史の都市，明日の都市』新潮社.1977. p .458）とす

る乙とは「活性化」 をめぐる基本的な理念とも思われよう。

(2) Adam Smith ; The Theory of Moral Sentiment. 1757.大河内一男

著「経済思想史」 （勤草書房，1955）参照
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(3）拙著「都市と港湾一一港湾都市研究序説一一」 （前出） P.19 

(4）詳細については「向上」第14章のど参照を乞う。

(5) 運輸省港湾局「（21世紀の港湾一一成熟化社会IC備えた新たな港湾整備政策 」

(1985年4月）

(6) 向上，P.50

4 .あとがき

L.Mumfordは「都市は愛情の機関」であるという（ 3節，注.1参照）。

その意味では港湾もまた同様である。

以上の各節において，テー？に対する基本的な面を，人間・個人・生活等

の要因を基lζし，さらに自由主義経済社会の思想的・理論的側面を加えなが

ら，港湾の活性化と都市の再開発にかんする基本的考察を試みた。

しかしながら，そうした基本的考察K際しては，上記との関係で，なぜ

「合理化」よりも「近代化」 を重要視するのか，さらに，理念的な問題を具

体化（もしくは政策化）させるための「つなぎ」をどのように考えるのか，

あるいは港湾における「活性化」が都市再開発によって，現実にどのように

図りうるのか等々，重要な側面について充分に述べると乙ろまではし、かなかっ

た。紙幅の都合もさる乙とながら，以上の諸点を体系化しきれずに，問題提

超にとどまったうらみが残る。 ζれらの点については，いずれ他の機会にお

いて補ってゆきたいと念ずると共K，大方のど海容を乞う次第である。


